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住民向け広陵町自治基本条例シンポジウムについて（案）

条例の見直しに伴うパブリックコメントの期間中、町民に広く、まちづく
りについて知っていただくために、シンポジウムの開催を検討しております。

【目的】
・条例を知ってもらう
・まちづくりに関心を持ってもらう

【予定】
・日程
令和８年１月２４日（土） 午前

・場所
さわやかホール ４階 大会議室

・案内
ＬＩＮＥ・ＨＰ・広報など

【内容】
・条例周知部会で今後検討
※検討内容を計画推進部会で共有


